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国民健康保険運営協議会の概要                       

□1  国民健康保険運営協議会とは 

●市長の諮問等に応じて、国保事業の運営に関する重要事項を審議する機関です。 

●必要があれば、市長に対して建議することができます。 

●協議会は、次の場合に開かれます。 

・必要に応じて会長が招集したとき 

・市長の諮問があったとき 

・委員の３分の１以上の者から審議すべき事項を示して招集を請求したとき 

 

□2  委員の構成（伊勢崎市の場合） 

●被保険者を代表する委員        ６名 

●医師・歯科医師・薬剤師を代表する委員 ６名 

●公益を代表する委員          ６名 

●被用者保険等保険者を代表する委員   ２名   以上、20 名で構成されます。 

 

□3  委員名簿・会議録等の公表（原則) 

●伊勢崎市審議会等の会議の公開に関する指針により、委員名簿及び会議録は原則として公表します。 

●市ホームページへの掲載や市民情報コーナーでの閲覧・配布により公表します。 

 

□4  委員の任期 

●任期は、令和６年４月１日から令和９年３月 31 日まで（３年間）です。 

●任期途中で交代する場合は、交代後の委員は残りの期間を任期とします。 

※やむを得ず任期途中で交代する場合は、所属団体から次の人を委員に推薦いただく必要がありま

すので、国民健康保険課までご連絡をお願いします。 
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⑴ 国民健康保険税の課税限度額及び低所得者に係る軽減判定所得の見直しについて 

□1  概要 

令和６年度税制改正により地方税法施行令の一部が令和 6 年 3 月 30 日に改正され、令和６年度分以

降の国民健康保険税について、後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額の引き上げ、及び低所得

者に係る軽減判定所得の見直しが行われました。これに伴い、伊勢崎市国民健康保険税条例において

も同様の改正を行いました。 

 

□2  改正の内容 

①後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を、現行の 22 万円から 24 万円に引き上げました。 

課税限度額は、被用者保険とのバランスを考慮し、限度額超過世帯割合が 1.5％に近づくよう段階的

に引き上げることとされています。今回の地方税法施行令の一部改正では、後期高齢者支援金分に

ついてのみ引き上げ、医療分、介護納付金分は据え置くとされており、本市でも同様の見直しを行い

ました。 

【現 行】 【見直し後】 

 限度額   限度額 

医 療 分 65 万円  医 療 分 65 万円 

支 援 金 分 22 万円  支 援 金 分 24 万円 

介 護 分 17 万円  介 護 分 17 万円 

②低所得者に係る国民健康保険税の軽減措置のうち、５割軽減及び２割軽減の判定における所得の基

準額について、被保険者１人につき加算する金額を次のとおりとしました。 

軽減を受けている世帯の範囲が相対的に縮小しないよう、物価の動向等、経済状況の変化を踏まえ、

軽減判定の基準額を見直すこととされており、地方税法施行令と同様の見直しを行いました。 

【現 行】 【見直し後】 

軽減割合 軽減判定する際の所得の基準額  軽減判定する際の所得の基準額 

７割 43万円※  43万円※ 

５割 43万円※ + 29万円 ×（被保険者数）  43万円※ + 29.5万円 ×（被保険者数） 

２割 43万円※ + 53.5万円 ×（被保険者数）  43万円※ + 54.5万円 ×（被保険者数） 

※世帯に給与・年金所得者が２人以上いる場合は、43 万円に 10 万円×（給与・年金所得者の数－１）を加算。 

 

以上の内容で令和６年３月30日付け市長専決処分により条例改正を行いました。令和６年５月の

伊勢崎市議会臨時会において報告し、承認を求める予定です。 

  

報告事項 
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令和６年度 国民健康保険税率 及び 軽減判定について 

 

令和６年度の国民健康保険税率及び軽減判定は、次のとおりです。 

 

■国民健康保険税率 

 

※所得割額は加入者全員の基準総所得額（総所得金額－基礎控除）に税率をかけて算定します。 

※医療分、後期高齢者支援金分の均等割額について、未就学児は半額となります。 

 

■国民健康保険税の軽減判定 

世帯主及び被保険者の前年の所得の合計が 均等割・平等割の 

・43 万円＋【10 万円×（給与所得者等の数－1）】以下の場合 ➡ ７割を減額 

・43 万円＋【10 万円×（給与所得者等の数－1）】+（29 万５千円×被保険者数）以下の場合 ➡ ５割を減額 

・43 万円＋【10 万円×（給与所得者等の数－1）】+（54 万５千円×被保険者数）以下の場合 ➡ ２割を減額 

※「被保険者」には、同世帯で国保から後期高齢者医療制度へ移行した人も含みます。 

※65 歳以上の国保加入者の公的年金に係る雑所得については、15 万円を控除した金額を軽減判定所得

とします。 

※上記の【10 万円×(給与所得者等の数－1)】の加算は、給与所得者等の人数が２人以上の場合に適用

します。「給与所得者等の数」とは、世帯主及び被保険者で、次のいずれかに該当する人の人数です。 

・給与収入 55 万円超の人 

・公的年金等の収入額が、65 歳未満で 60 万円超又は 65 歳以上で 125 万円超の人 

 

 

  

①所得割額 

②均等割額 

③平等割額 

医療分 

基準総所得額×6.9％ 

国保加入者数×26,000 円 

１世帯につき 20,500 円 

後期高齢者支援金分 

基準総所得額×2.6％ 

国保加入者数×10,000 円 

１世帯につき 7,500 円 

介護納付金分 ＊40～64 歳のみ 

基準総所得額×2.1％ 

国保加入者数×11,000 円 

１世帯につき 6,100 円 

国保税額 
医療分（①＋②＋③） 
（限度額 65 万円） 

支援金分（①＋②＋③） 
（限度額 24 万円） 

介護分（①＋②＋③） 
（限度額 17 万円） 

参考資料 
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○伊勢崎市国民健康保険運営協議会規則 

平成17年１月１日規則第70号 

改正 

平成22年11月12日規則第60号 

平成26年３月31日規則第51号 

伊勢崎市国民健康保険運営協議会規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、伊勢崎市国民健康保険条例（平成17年伊勢崎市条例第113号。以下「条例」とい

う。）第３条の規定に基づき、条例第２条に規定する国民健康保険運営協議会（以下「協議会」とい

う。）に関し、法令及び条例の定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（任務） 

第２条 協議会は、国民健康保険事業の運営に関する重要事項につき、市長の諮問等に応じて審議す

るほか、必要あるときは市長に対し建議することができるものとする。 

（委員の委嘱） 

第３条 委員は、市長が委嘱する。 

（会議の招集） 

第４条 協議会は、必要に応じて会長が招集する。 

２ 会長は、市長の諮問があったとき又は委員の３分の１以上の者から審議すべき事項を示して招集

を請求したときは、速やかに協議会を招集しなければならない。 

（定数） 

第５条 協議会は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。 

（議長） 

第６条 会長は、会議の議長となり、議事を整理し協議会の事務を総理する。 

（議事の表決） 

第７条 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところに

よる。 

（報告） 

第８条 協議会は、会議事項に関し必要な事項を、その都度市長に報告するものとする。 

（書記） 

第９条 協議会に書記を置き、市の職員のうちから市長が任命する。 

２ 書記は、会長の指揮を受け、庶務に従事する。 

（その他） 

第10条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、その都

度会長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成17年１月１日から施行する。 

（任期の特例） 

２ 平成23年１月24日以後最初に委嘱される委員の任期は、平成24年３月31日までとする。 

附 則（平成22年11月12日規則第60号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成26年３月31日規則第51号抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 
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伊勢崎市国民健康保険運営協議会委員名簿（敬称略） 

 

任期：令和６年４月１日から令和９年３月 31 日まで 

区 分 氏 名 所 属 団 体 等 

被保険者代表 

（６人） 

監
けん

物
もつ

 武
む

直
な

規
き

 伊勢崎市区長会 

茂
もて

木
ぎ

 公
こう

子
こ

 伊勢崎市民生委員児童委員連絡協議会 

大
おお

前
まえ

 千
ち

鶴
づ

子
こ

 伊勢崎商工会議所 

酒
さか

本
もと

 惠
けい

子
こ

 群馬伊勢崎商工会 

伊
い

藤
とう

 敏
とし

子
こ

 ＪＡ佐波伊勢崎 

重
しげ

田
た

 博
ひろ

之
ゆき

 伊勢崎市農業委員会 

医師・歯科医師・薬剤師代表 

（６人） 

大
おお

澤
さわ

 誠
まこと

 伊勢崎佐波医師会 

山
やま

田
だ

 俊
とし

彦
ひこ

 伊勢崎佐波医師会 

塩
しお

島
じま

 正
まさ

之
ゆき

 伊勢崎佐波医師会 

岡
おか

部
べ

 敏
とし

行
ゆき

 伊勢崎歯科医師会 

鈴
すず

木
き

 君
きみ

弘
ひろ

 伊勢崎歯科医師会 

松
まつ

本
もと

 修
おさむ

 伊勢崎市薬剤師会 

公益代表 

（６人） 

久
く

保
ぼ

田
た

 勝
かつ

夫
お

 伊勢崎市社会福祉協議会 

松
まつ

島
しま

 志
し

津
ず

雄
お

 伊勢崎市民生委員児童委員連絡協議会 

井
い

辻
つじ

 悦
えつ

子
こ

 伊勢崎市食生活改善推進協議会 

塩
しお

生
にゅう

 恵
え

美
み

子
こ

 伊勢崎市健康推進員協議会 

山
やま

下
した

 喜
き

代
よ

美
み

 東京福祉大学 

小
こ

暮
ぐれ

 清
きよ

人
と

 弁護士 

被用者保険等保険者代表 

（２人） 

山
やま

﨑
ざき

 博
ひろ

幸
ゆき

 群馬県市町村職員共済組合 

馬
ま

見
み

塚
づか

 晃
あきら

 サンデン健康保険組合 

令和６年４月１日現在 
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伊勢崎市国民健康保険運営協議会事務局名簿 

 

 

職 名 氏 名 担 当 事 務 

健康推進部長 髙
たか

柳
やなぎ

 尊
たか

弘
ひろ

 
国民健康保険・国民年金・市民の健康・スポ

ーツに関すること。 

健康推進部副部長 中
なか

野
の

 厚
あつし

 
国民健康保険・国民年金・市民の健康・スポ

ーツに関すること。 

国民健康保険課長 齋
さい

藤
とう

 弘
ひろ

光
みつ

 国民健康保険全般に関すること。 

課長補佐 兼 国保係長 澁
しぶ

澤
さわ

 裕
ゆう

一
いち

 
運営協議会・国民健康保険の資格管理・予算

その他財務に関すること。 

国保係長 星
ほし

野
の

 智
とも

美
み

 
運営協議会・国民健康保険の資格管理・予算

その他財務に関すること。 

賦課係長 栗
くり

原
はら

 典
のり

正
まさ

 国民健康保険税の賦課に関すること。 

課長補佐 兼 給付係長 関
せき

根
ね

 有
ゆ

希
き

子
こ

 医療給付・保健事業に関すること。 

課長補佐 兼 給付係長 徳
とく

永
なが

 直
なお

季
き

 医療給付・保健事業に関すること。 

健康指導係長 

（健康づくり課兼務） 
大
おお

川
かわ

 玲
れい

子
こ

 特定健診・特定保健指導に関すること。 

健康指導係長 

（健康づくり課兼務） 
中
なか

島
じま

 宏
ひろ

典
のり

 特定健診・特定保健指導に関すること。 

納付推進係長 木
き

内
うち

 健
けん

太
た

郎
ろう

 国民健康保険税の納付推進に関すること。 

連絡先：伊勢崎市健康推進部国民健康保険課 電話 0270-27-2735 

令和６年４月１日現在 

 

 

 


